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③
閲
覧
期
間
中
は
、
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
閲
覧
や
名
寄
帳
の
写
し
の
交

付
を
無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

令
和
６
年
度
固
定
資
産

縦
覧
帳
簿（
土
地
・
家
屋
）

の
縦
覧

　

町
内
に
土
地
ま
た
は
家
屋
を
所
有

し
固
定
資
産
税
を
納
め
て
い
る
人
は
、

そ
れ
ぞ
れ
町
内
の
ほ
か
の
土
地
や
家

屋
の
価
格
な
ど
に
つ
い
て
土
地
価
格

等
縦
覧
帳
簿
や
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
を
縦
覧
し
、
比
較
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す（
個
人
情
報
保
護
の
た
め
、

所
有
者
名
と
納
税
義
務
者
名
は
記
載

し
て
い
ま
せ
ん
）。

▼
縦
覧
期
間
・
時
間
・
場
所

課
税
台
帳
の
閲
覧
と
同
じ

▼
縦
覧
で
き
る
人

町
内
に
土
地
ま
た
は
家
屋
を
所
有
し

て
い
る
納
税
者

▼
そ
の
他

①
縦
覧
の
際
に
は
本
人
確
認
の
た
め

身
分
証
明
書
が
必
要
で
す
。

②
縦
覧
を
希
望
す
る
土
地
・
家
屋
の

所
在
地
番
が
必
要
で
す（
所
有
者
名
、

納
税
義
務
者
名
で
の
申
し
込
み
は
で

き
ま
せ
ん
）。

③
縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
な
ど
は
交
付

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
係

☎（
62
）２
１
１
３

れ
ま
す
。

▼
そ
の
他

　

障
が
い
の
種
類
や
程
度
、
所
得
制

限
限
度
額
な
ど
手
続
き
に
関
す
る
詳

細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

県
児
童
家
庭
課　
　
　
　
　

☎
０
２
４（
５
２
１
）７
１
７
６

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

令
和
６
年
度
固
定
資
産

課
税
台
帳
の
閲
覧

　

令
和
６
年
度
の
固
定
資
産
課
税
台

帳
の
閲
覧
を
実
施
し
ま
す
。

▼
閲
覧
期
間

４
月
１
日（
月
）〜
４
月
30
日（
火
）

※
土
日
・
祝
日
は
除
く

▼
閲
覧
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
閲
覧
場
所

町
役
場
１
階　

税
務
課

▼
そ
の
他

①
閲
覧
の
際
は
、
本
人
確
認
の
た

め
、
身
分
証
明
書（
運
転
免
許
証
な

ど
。
以
下
同
じ
）が
必
要
で
す
。

②
代
理
人（
本
人
と
同
居
家
族
以
外
）

の
場
合
は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
身

分
証
明
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の

無
料
接
種
が
終
了
し
ま
す

　

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
無
料
接

種
が
、
３
月
31
日
で
終
了
し
ま
す
。

▼
未
使
用
の
接
種
券
が
手
元
に
あ
る
人

　

接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、
早
急

に
町
ワ
ク
チ
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
５
年
９
月
20
日
以
降

に
追
加
接
種
を
受
け
た
人
は
、
接
種

の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

▼
町
の
最
終
接
種
日

３
月
29
日（
金
）

※
本
町
で
は
、
３
月
30
日（
土
）と

31
日（
日
）は
接
種
を
行
い
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
広
報
猪
苗
代

２
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
係

☎（
62
）２
１
１
５

高
齢
者
肺
炎
球
菌
の
予
防

接
種
は
お
済
み
で
す
か
？

　

令
和
５
年
度
対
象
者
の
接
種
助
成

は
３
月
で
終
了
し
ま
す
。
予
防
接
種

を
希
望
す
る
人
は
、
３
月
中
に
接
種

施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合

③
児
童
が
障
が
い
を
理
由
と
し
て
厚

生
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
場
合

▼
受
給
手
続
き

　

次
の
書
類
を
添
え
て
、
保
健
福
祉

課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
認
定
請
求
書（
保
健
福
祉
課
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
）

②
請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

ま
た
は
抄
本
お
よ
び
世
帯
全
員
の
住

民
票

③
所
定
の
診
断
書（
保
健
福
祉
課
に

用
意
し
て
あ
り
ま
す
）

※
療
育
手
帳
「
Ａ
」
判
定
の
場
合
お

よ
び
身
体
障
害
者
手
帳「
１
〜
３
級
」

判
定
の
場
合
は
、
そ
の
写
し
に
よ
り

診
断
書
を
省
略
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

④
通
帳
の
写
し

⑤
そ
の
他
必
要
な
書
類

▼
手
当
の
支
払
い

　

提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
、
県

知
事
が
認
定
し
ま
す
。
認
定
さ
れ
る

と
請
求
し
た
月
の
翌
月
か
ら
、
年
３

回
、
４
カ
月
分
の
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

▼
手
当
の
月
額

１
級
：
５
万
３
７
０
０
円

２
級
：
３
万
５
７
６
０
円

▼
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
本
人
お
よ
び
そ
の
扶

養
義
務
者
等
の
所
得
が
限
度
額
以
上

あ
る
場
合
、
そ
の
年
度（
８
月
か
ら

翌
年
７
月
）の
手
当
が
支
給
停
止
さ

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

　

令
和
５
年
度
は
次
の
生
年
月
日
の

人
で
、
今
ま
で
一
度
も
接
種
を
受
け

た
こ
と
の
な
い
人
が
助
成
対
象
で
す
。

※
こ
れ
ま
で
対
象
の
年
度
に
高
齢
者

肺
炎
球
菌
の
予
防
接
種
を
受
け
な

か
っ
た
場
合
、
５
年
後
に
ま
た
定
期

接
種
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

令
和
６
年
度
以
降
は
65
歳
の
時
に
接

種
を
受
け
な
い
と
、
今
後
定
期
接
種

の
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
５
年
度
の
対
象
者
で
、
接
種
を

希
望
す
る
場
合
は
、
忘
れ
ず
に
接
種

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
料
金　

無
料

▼
助
成
期
間　

令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で

▼
予
診
票

　

町
内
の
医
療
機
関
に
備
え
付
け
て

あ
り
ま
す
。
町
外
の
医
療
機
関
で
接

種
を
希
望
す
る
人
は
、
保
健
福
祉
課

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
係

☎（
62
）２
１
１
５

児
童
扶
養
手
当

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り
親
家

庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
る

た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

▼
支
給
対
象
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童

（
18
歳
に
到
達
し
て
か
ら
最
初
に
迎

え
る
３
月
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る

者
）を
監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、

も
し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人

○
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

○
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

○
父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め
る
程

度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童

○
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し

た
児
童　

な
ど

※
次
の
よ
う
な
場
合
、
手
当
は
支
給

▼
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
の
前
年
の
所
得
が
限

度
額
以
上
あ
る
場
合
、
そ
の
年
度

（
11
月
か
ら
翌
年
10
月
）
は
、
手
当

の
全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
扶
養
義
務
者（
同

居
の
直
系
血
族
及
び
兄
弟
姉
妹
）等

の
所
得
に
よ
る
所
得
制
限
も
あ
り
ま

す
。

▼
そ
の
他

　

受
給
要
件
や
所
得
制
限
限
度
額
な

ど
手
続
き
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

県
児
童
家
庭
課　
　
　
　
　

☎
０
２
４（
５
２
１
）７
１
７
６

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
精
神
ま

た
は
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
の

福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

▼
支
給
対
象
者

身
体
・
精
神
に
中
度
ま
た
は
重
度
の

障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

監
護
・
養
育
し
て
い
る
人

※
次
の
よ
う
な
場
合
、
手
当
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

①
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
や
対

象
児
童
が
日
本
に
住
所
を
有
し
な
い

場
合

②
児
童
が
障
害
児
入
所
施
設
な
ど
の

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

閲
覧
縦
覧

保
　
健

　

年
齢

 　

生
年
月
日

65
歳

70
歳

75
歳

80
歳

85
歳

90
歳

95
歳

100
歳

昭
和
33
年
４
月
２
日
〜

昭
和
34
年
４
月
１
日

昭
和
28
年
４
月
２
日
〜

昭
和
29
年
４
月
１
日

昭
和
23
年
４
月
２
日
〜

昭
和
24
年
４
月
１
日

昭
和
18
年
４
月
２
日
〜

昭
和
19
年
４
月
１
日

昭
和
13
年
４
月
２
日
〜

昭
和
14
年
４
月
１
日

昭
和
８
年
４
月
２
日
〜

昭
和
９
年
４
月
１
日

昭
和
３
年
４
月
２
日
〜

昭
和
４
年
４
月
１
日

大
正
12
年
４
月
２
日
〜

大
正
13
年
４
月
１
日

さ
れ
ま
せ
ん
。

○
父
ま
た
は
母
や
児
童
が
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
場
合

○
対
象
と
な
る
児
童
が
里
親
に
委
託

さ
れ
て
い
る
場
合

○
父
ま
た
は
母
の
配
偶
者（
事
実
婚

含
む
）に
養
育
さ
れ
て
い
る
、
も
し

く
は
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
場
合

▼
受
給
手
続
き

　

次
の
書
類
を
添
え
て
、
保
健
福
祉

課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
認
定
請
求
書（
保
健
福
祉
課
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
）

②
請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

ま
た
は
抄
本
お
よ
び
世
帯
全
員
の
住

民
票

③
養
育
費
等
に
関
す
る
申
告
書（
保

健
福
祉
課
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
）

④
通
帳
の
写
し

⑤
そ
の
他
必
要
な
書
類

▼
手
当
の
支
払
い

　

提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
、
県

知
事
が
認
定
し
ま
す
。
認
定
さ
れ
る

と
請
求
し
た
月
の
翌
月
か
ら
、
年
６

回
、
２
カ
月
分
の
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

▼
手
当
の
月
額

○
児
童
１
人
の
場
合

全
部
支
給
：
４
万
４
１
４
０
円

一
部
支
給
：
１
万
４
１
０
円
〜

４
万
４
１
３
０
円（
所
得
に
応
じ
て
）

○
児
童
２
人
以
上
の
加
算
額

２
人
目
：
最
大
で
１
万
４
２
０
円

３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
：
最
大
で

６
２
５
０
円

福
　
祉
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・
運
転
免
許
証
の
写
し

・
車
両
系
建
設
機
械
運
転
技
能
講
習

修
了
証
の
写
し

▼
選
考

　

書
類
審
査
と
面
接
試
験
に
よ
り
選

考
し
ま
す
。

▼
申
込
期
限

３
月
29
日（
金
）ま
で

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課　

建
設
係

☎（
62
）２
１
１
８

町
無
料
職
業
紹
介
所

　

町
無
料
職
業
紹
介
所
で
は
、
企
業

の
人
材
確
保
と
町
内
求
職
者
の
就
職

を
支
援
す
る
た
め
、
企
業
の
求
人
登

録
と
求
職
者
へ
の
求
人
情
報
の
提
供

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
求
職
登
録

　

求
職
申
込
書
を
商
工
観
光
課
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
求
人
登
録

　

求
人
申
込
書
ま
た
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
求
人
票
を
商
工
観
光
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
求
人
条
件
は
次
の

と
お
り
で
す
。

・
町
内
か
ら
通
勤
が
可
能
な
範
囲
に

就
業
場
所
が
あ
る
こ
と
。

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

　

町
で
は
、
町
道
の
安
全
な
通
行
を

確
保
す
る
た
め
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員（
道
路
維
持
補
修
・

除
雪
運
転
業
務
）を
追
加
で
募
集
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
職
種
と
予
定
人
員

道
路
維
持
補
修
・
除
雪
運
転
業
務　

２
人

▼
雇
用
予
定
期
間

令
和
６
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
７
年

３
月
31
日
ま
で

▼
給
与
等

　

町
の
規
定
に
よ
り
ま
す
。
通
勤
手

当
、
超
過
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
等

あ
り
。

▼
採
用
条
件

　

猪
苗
代
町
会
計
年
度
任
用
職
員
任

用
等
管
理
規
程
に
よ
り
ま
す
。
ま
た
、

中
型
運
転
免
許
以
上
を
有
し
、
か
つ

大
型
特
殊
免
許（
ホ
イ
ー
ル
ト
ラ
ク

タ
ー
限
定
免
許
除
く
）と
車
両
系
建

設
機
械
運
転
技
能
講
習
修
了
資
格
の

保
持
者
に
限
り
ま
す
。

▼
提
出
書
類

・
履
歴
書（
用
紙
は
建
設
課
で
受
け

取
る
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
新
規
加
入
対
象
年
齢

15
歳
か
ら
70
歳
ま
で

▼
加
入
手
続
き

　

入
会
申
込
書
と
証
明
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
入
会
金
と
月
会
費
を

添
え
て
商
工
観
光
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係

☎（
62
）２
１
１
７

行
政
相
談
委
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
に
よ
る
行
政
相
談

会
を
毎
月
１
回
、
第
３
水
曜
日
に
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
行
政
に
関
す

る
苦
情
や
意
見
を
受
け
付
け
、
解
決

の
た
め
に
お
手
伝
い
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

３
月
13
日（
水
）

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
会
場　

町
役
場
３
階　

第
３
委
員
会
室

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

・
求
人
内
容
が
法
令
に
違
反
し
て
お

ら
ず
、
労
働
条
件
が
一
般
的
な
求
人

に
比
べ
て
不
適
当
で
な
い
こ
と
。

▼
申
込
書

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
か
商
工
観
光
課

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係

☎（
62
）２
１
１
７

町
勤
労
者
互
助
会
に

加
入
し
ま
せ
ん
か

　

町
勤
労
者
互
助
会
で
は
、
町
内
の

事
業
所
で
働
く
皆
さ
ん
の
生
活
安
定

と
労
働
福
祉
の
向
上
、
福
利
厚
生
の

増
進
を
図
る
た
め
、
慶
弔
見
舞
金
の

給
付
や
人
間
ド
ッ
ク
検
診
費
用
の
一

部
助
成
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
加
入
で
き
る
人　

・
町
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
従
業

員
と
事
業
主

・
町
内
居
住
者
で
、
町
外
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
人

▼
会
費

入
会
金　

７
０
０
円

月
会
費　

７
０
０
円

　春の土づくりに、「未来の夢たい肥」はいかがですか。「未来の夢たい肥」は、堆肥の
標準的な成分のほか、ミネラルなども豊富に含んでいて、土づくりに最適です。さらに、
土を柔らかくし、土壌中の通気性や保水性、排水性を高める効果も期待できます。

田畑の土壌改良に　家庭菜園に 未来の夢たい肥

【問い合わせ先】町優良堆肥製造施設　☎（85）8810　  ※土日・祝日は休み

種類 料金（税込み） 販売場所

小袋（10㌔入り） 207 円 会津よつば農業協同組合
あいづ東部営農経済センター

バラ  
1㌔当たり 7.7 円

（軽トラック 1台約 300㌔）
（配達ダンプ 1台約 1,200㌔） 町優良堆肥製造施設 

（土田地区内）フレコン詰め  1㌔当たり 7.7 円（1袋約 250㌔）

フレコン詰め 1㌔当たり 9.9 円（1袋約 300㌔）
（機械散布料込み）

●相続登記義務化
　所有者不明土地解消、空き家・空き地問題解消に向け、令和６
年４月１日から相続登記が義務化され、相続（遺言による場合も
含む）によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得し
たことを知った日から３年以内（申請の義務化が施行される前に
相続が発生している不動産については施行日から３年以内）に相
続登記の申請をしなければならないこととされました。
　また、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから３年
以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科され
ることがあります。

不動産登記推進
イメージキャラクター
「トウキツネ」

ご存じですか？

法務省　相続登記義務化　　　　検索

令和６年４月から相続登記が 義務化 されます。

詳しくはこちら
※おおむね１㌧以上で配達も承りますので、ご希望の人はお早めにご連絡ください。

町ＨＰ

相
　
談

募
　
集

就
職
支
援

案
　
内

【問い合わせ先】
県司法書士会　☎ 024（534）7502　
福島地方法務局　☎ 024（534）2045


